
 
花巻市立小中学校学区一覧 

 

【小学校】 

学校名 通学区域 

花巻小学校 坂本町、小舟渡、大通り一丁目、大通り二丁目、末広町、桜木町、南川原

町、鍛治町、双葉町、上町、豊沢町、東町、大町、仲町、御田屋町、里川口

町、城内、花城町一区、花城町二区及び吹張町の行政区の区域内に住所

を有する者 

若葉小学校 北万丁目、若葉町、西大通り、材木町、南万丁目、石神町、藤沢町、新田

（あらた）、熊野、古館、中根子及び南中根子の行政区の区域内に住所を

有する者 

桜台小学校 松園町一区、松園町二区、松園町三区、松園町四区、松園町五区、浅沢、

新田（しんでん）、星が丘一丁目、四日町一丁目一区、四日町一丁目二

区、四日町二丁目、四日町三丁目、一日市、愛宕町及び桜台の行政区の

区域内に住所を有する者 

南城小学校 諏訪、桜町一丁目、桜町二丁目、桜町三丁目、桜町四丁目、南城、十二丁

目、成田、山の神及び大谷地の行政区の区域内に住所を有する者  

湯口小学校 鉛、下シ沢、大沢、志戸平、根岸、神明、橋本、西晴山、上根子上区、一本

杉、才の神、上円膝、八幡、二ツ堰、中村、下円膝、鍋倉一区及び鍋倉二

区の行政区の区域内に住所を有する者 

湯本小学校 糠塚、北湯口の一、北湯口の二、大畑、二枚橋、下湯本、上湯本台一、上

湯本台二、金矢、狼沢、椚ノ目、小瀬川、花巻温泉、台温泉及び宇津野の

行政区の区域内に住所を有する者 

矢沢小学校 矢沢、幸田、高松第一、高松第二、高松第三、高木第一、高木第二、高木

第三、高木小路及び東十二丁目の行政区の区域内に住所を有する者  

宮野目小学校 西宮野目第一、西宮野目第二、西宮野目第三、西宮野目第四、東宮野

目、本館、葛第一、葛第二、田力、上似内、下似内及び二枚橋駅前の行政

区の区域内に住所を有する者 

太田小学校 山関、上太田、柴林、折沼、姥宿、泉畑、清水町、中央、坂杉、下坂井及び

大森の行政区の区域内に住所を有する者 



 
笹間第一小学校 栃内、南笹間、中笹間、北笹間、轟木、尻平川及び横志田の行政区の区

域内に住所を有する者 

大迫小学校 大迫町の全区域内に住所を有する者 

石鳥谷小学校 石鳥谷第１、石鳥谷第２、石鳥谷第３、石鳥谷第４、石鳥谷第５、石鳥谷第

６、石鳥谷第７、石鳥谷第８、石鳥谷第９、石鳥谷第10、石鳥谷第11、石鳥

谷第12、石鳥谷第13、石鳥谷第14、石鳥谷第15、石鳥谷第16、石鳥谷第

17、石鳥谷第18及び石鳥谷第19の行政区の区域内に住所を有する者 

新堀小学校 新堀第１、新堀第２、新堀第３、新堀第４、新堀第５、新堀第６、新堀第７及

び新堀第８の行政区の区域内に住所を有する者 

八幡小学校 八幡第１、八幡第２、八幡第３、八幡第４、八幡第５、八幡第６及び八幡第７

の行政区の区域内に住所を有する者 

八重畑小学校 八重畑第１、八重畑第２、八重畑第３、八重畑第４、八重畑第５、八重畑第

６、八重畑第７、八重畑第８、八重畑第９、八重畑第10、八重畑第11及び八

重畑第12の行政区の区域内に住所を有する者 

東和小学校 東和町の全区域内に住所を有する者 

 

【中学校】 

学校名 通学区域 

花巻中学校 花巻小学校及び若葉小学校の通学区域内に住所を有する者  

花巻北中学校 桜台小学校の通学区域内に住所を有する者 

南城中学校 南城小学校の通学区域内に住所を有する者 

湯口中学校 湯口小学校の通学区域内に住所を有する者 

湯本中学校 湯本小学校の通学区域内に住所を有する者 

矢沢中学校 矢沢小学校の通学区域内に住所を有する者 

宮野目中学校 宮野目小学校の通学区域内に住所を有する者 

西南中学校 太田小学校及び笹間第一小学校の通学区域内に住所を有する者 

大迫中学校 大迫町の全区域内に住所を有する者 

石鳥谷中学校 石鳥谷町の全区域内に住所を有する者 

東和中学校 東和町の全区域内に住所を有する者  


